
規 則

　金沢市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年12月26日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第55号

　　　金沢市財務規則の一部を改正する規則

　金沢市財務規則（昭和39年規則第３号）の一部を次のように改正する。

　様式第22号その１を次のように改める。

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報

- 1 -

令和５年（2023年）12月26日

〒920 - 8577
金沢市広坂１丁目１番１号

金 沢 市 役 所

（毎月３回　１日　11日　21日発行）

発行所

号外第１８号の２

●規　則

○金沢市財務規則の一部を改正する規則

○金沢市税賦課徴収条例施行規則等の一部を改

正する規則

○金沢市公園条例施行規則の一部を改正する規

則

●教育委員会規則

○金沢市教育委員会公告式規則の一部を改正す

る規則

●公営企業管理規程

○金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程

●病院事業管理規程

○金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程

（財　政　課）　 1

（税　務　課）　10

（緑と花の課）　11

（教育総務課）　14

（企業総務課）　14

（市立病院事務局）　18

　　◎　目　　次　　　　　　　　　　　　　　　ページ



2
 

そ
の

１
 

ア
 

（
表

）
 

金
沢
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 
 
 
年

度
 
住
宅
使
用
料
・
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
納
入
通
知
書
 

 
各

月
ご

と
の

住
宅

使
用

料
及

び
市

営
住

宅
駐

車
場

使
用

料
を

、
毎

月
末

日
ま

で

に
金

沢
市

指
定

金
融

機
関

、
金

沢
市

指
定

代
理

金
融

機
関

、
金

沢
市

収
納

代
理

金

融
機
関
又
は
金
沢
市
公
金
受
託
者
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

金
沢
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印
 

 

整
理

番
号

 

月
 
 
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

住
宅
使
用
料
（
月
額
）
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
（
月
額
）
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

計
（
月
額
）
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

月
 
 
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

 
月
分
 

住
宅
使
用
料
（
月
額
）
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
（
月
額
）
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

計
（
月
額
）
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報

- 2 -



3
 

（
裏

）
 

説
 
 
 
 
 
明
 

こ
の
欄
に
は
、
各
納
期
に
お
け
る
納
付
額
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
執
ら
れ
る
べ
き
措
置
等
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報

- 3 -



4
 

イ
 

（
表

）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
領

収
済

通
知

書
 

 

年
度

 
 

住
宅

使
用

料
・

市
営

住
宅

駐
車

場
使

用
料

 

加
入
者
名
 

 
口
座
番
号
 

 
金

額
 

円
 

収
納

機
関

番
号

 
 

納
付
番
号
 

 
確

認
番

号
 

 
納
付
区
分
 

 

業
務
 

 
帳
票
 

 
年
度
 

 年
度
分
 

 
月
分
 

 
整
理
番
号
 

 

 
通
知
書
番
号
 

 
納

期
限

 
 

様
 

住
宅
使

用
料

 
円

 

市
営
住

宅
駐

 

車
場
使

用
料

 
円

 

延
 
滞

 
金

 
円

 

合
 
 

 
計

 
円

 

取
扱
金

融
機

関
 

取
り
ま

と
め

局
 

収
納
代

行
会

社
 

上
記

の
と

お
り

領
収

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

（
宛

先
）

金
沢

市
会

計
管

理
者

 

金
沢
市

指
定

金
融

機
関

、
金

沢
市

指
定

代
理

金
融

機
関

又
は

金
沢

市
収

納
代

理
金

融
機

関
 

領
収
日

付
印

 

納
付

書
（

控
）

 

年
度

住
宅

使
用

料
・

市
営

住
宅

駐
車

場
使

用
料

 

加
入
者
名
 

口
座
番
号
 

年
度

 
年

度
分

 
月

分
 

整
理

番
号

 
 

通
知

書
番

号
 

 

納
期

限
 

 

様
 
 

円
料

用
使

宅
住 市

営
住

宅
駐

 

車
場

使
用

料
 

円
 

円
金

滞
延

円
計

合

領
収

日
付

印
 

領
収

証
書

 

年
度
住
宅
使
用
料
・
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
 

年
度

 
年

度
分

 
月

分
 

整
理

番
号

 

通
知

書
番

号
 

納
期

限
 

様
 
 

円
料

用
使

宅
住 市
営
住
宅
駐
 

車
場
使
用
料
 

円
 

円
金

滞
延

円
計

合

上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

。
 

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
等

（
※

）
 

こ
の
領
収
証
書
は
、
後
日
の
証
拠
と
し
て
５
年
間

保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
 

領
収

日
付

印
 

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報

- 4 -



5
 

（
裏

）
 

（
※

）
金

沢
市

指
定

金
融

機
関

等
と

は
、

 

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
、

 

金
沢

市
指

定
代

理
金

融
機

関
、

 

金
沢

市
収

納
代

理
金

融
機

関
又

は
 

金
沢

市
公

金
受

託
者

 

を
い

い
ま

す
。

 

 
様

式
第

2
2
号

そ
の

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報

- 5 -



6
 

そ
の

３
 

（
表

）
 

様
 

 
 

 
 

 
 

 
領

収
済

通
知

書
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

住
宅

使
用

料
・

市
営

住
宅

駐
車

場
使

用
料

 

本
来

の
納

期
限

 

年
度

 
住

宅
使

用
料

 

年
度

分
 

市
営

住
宅

 

駐
車

場
使

用
料

 
月

分
 

延
滞

金
 

通
知

書
番

号
 

合
計

 
整

理
番

号
 

上
記
の
金
額
を
領
収
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

（
宛

先
）

金
沢

市
会

計
管

理
者

 

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
、

金
沢

市
指

定
代

理
金

融
機

関
又

は
金

沢
市

収
納

代
理

金
融

機
関

 

領
収

日
付

印
 

納
付

書
（

控
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

住
宅

使
用

料
・

市
営

 

住
宅

駐
車

場
使

用
料

 

年
度

 
年

度
分

 
月

分
 

本
来

の
納

期
限

 
 

 

通
知

書
番

号
 

 
 

整
理

番
号

 
 

 

住
宅

使
用

料
 

 
 

市
営

住
宅

駐

車
場

使
用

料
 

延
滞

金
 

 
 

合
計

 
 

 

領
収

日
付

印
 

住
宅

使
用

料
・

市
営

住
宅

駐
車

場
使

用
料

 
口

座
振

替
納

付
の

不
能

に
つ

い
て

（
お

知
ら

せ
）

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 
あ

な
た

の
住

宅
使

用
料

及
び

市
営

住
宅

駐
車

場
使

用
料

（
 

月
分

、
納

期
限

 
 

 
）

が
 

 
 

 
の

た
め

振
替

で
き

ま
せ

ん
で

し
た

の
で

、
こ

の
納

付
書

で
、

最
寄

り
の

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
、

金
沢

市
指

定
代

理
金

融
機

関
、

金
沢

市
収

納
代

理
金

融
機

関
又

は
金

沢
市

公
金

受
託

者
に

納
め

て
く

だ
さ

い
。

 
指

定
期

日
：

 納
付

書
兼

領
収

証
書

 

住
宅

使
用

料
・

市
営

住
宅

駐
車

場
使

用
料

 

本
来

の
納

期
限

 

年
度

 
住
宅
使
用
料
 

年
度

分
 

 
市
営
住
宅
駐

車
場
使
用
料
 

月
分

 
 

延
滞

金
 

通
知

書
番
号
 

 

合
計

 
 

整
理

番
号

 
 

 
 

 
 

時
点

の
納

付
状

況
に

基
づ

き
本

状
を

作
成

し
て

い
ま

す
の

で
、

こ
れ

に
前

後
し

て
納

付
さ

れ
た

場
合

は
ご

了
承

く
だ

さ
い

。
 

上
記

の
金

額
を

納
付

し
ま

す
。

 
上

記
の

金
額

を
領

収
し

ま
し

た
。

 

金
沢
市

指
定

金
融

機
関

 
金

沢
市

指
定

代
理

金
融

機
関

 
金

沢
市

収
納

代
理

金
融

機
関

 
金

沢
市

公
金

受
託

者
 

こ
の

領
収

証
書

は
、

後
日

の
証

拠
と

し
て

５
年

間
保

存
し

て
く

だ
さ

い
。

 

領
収

日
付

印
 

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報

- 6 -



7
 

（
裏

）
 

（
こ

の
欄

に
は

、
各

納
期

に
お

け
る

納
付

額
を

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

か
っ

た
場

合
に

お
い

て
執

ら
れ

る
べ

き
措

置
等

を
記

入
す

る
こ

と
。

）

 
様

式
第

2
4
号

の
４

そ
の

５
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報

- 7 -



8 

その５ 

（表） 

住宅使用料・市営住宅駐車場使用料納付書 

◎指定期日までに、裏面に記載の納付場所等で必ず納付してください。 

納付書は領収証書と併せて保管ください。 

              様 

様  分度年度年

号番書知通

宅住別月oN号番理整 使用料 市営住宅駐車場使用料 延滞金 

     １     

指定期日：    ２     

年  月  日 
 ３     

４

     ５     

     ６     

     小     計    

     合     計  

＿＿＿  

領収済通知書 

住宅使用料・市営住宅駐車場使用料 

加入者名  口座番号  金額 円  

収納機関番号  納付番号  確認番号  納付区分 

業務  帳票  年度  年度分  月分  整理番号

通知書番号  指定期日  

様 

住宅使用料 円 

市営住宅駐

車場使用料 
円 

延 滞 金 円 

合 計 円 

  取扱金融機関 

取りまとめ局 

収納代行会社 

上記のとおり領収しましたので通知します。 

（宛先）金沢市会計管理者 

金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関 

又は金沢市収納代理金融機関  

領収日付印 

納付書（控） 

住宅使用料・市営住宅駐車場使用料 

加入者名 

口座番号 

年度 年度分 月分 

整理番号  

通知書番号  

指定期日  

様 

住宅使用料 円 

市営住宅駐

車場使用料 
円 

延 滞 金 円 

合 計 円 

領収日付印 

領収証書 

住宅使用料・市営住宅駐車場使用料 

年度 年度分 月分 

整理番号  

通知書番号  

指定期日  

様 

住宅使用料 円 
市営住宅駐
車場使用料 円 

延 滞 金 円 

合 計 円 

上記の金額を領収しました。 

金沢市指定金融機関等（※） 

この領収証書は、後日の証拠と

して５年間保存してください。 

領収日付印 

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報
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　　　附　則

１　この規則は、令和６年１月１日から施行する。

２　この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市財務規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市財務

規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9 

（裏） 

（※）金沢市指定金融機関等とは、 

金沢市指定金融機関、 

金沢市指定代理金融機関、 

金沢市収納代理金融機関又は 

金沢市公金受託者 

をいいます。 

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報
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　金沢市税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年12月26日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第56号
金沢市税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則

（金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部改正）

第１条　金沢市税賦課徴収条例施行規則（昭和35年規則第15号）の一部を次のように改正する。

　第30号様式その１中「・県民税」の次に「・森林環境税」を、「第41条」の次に「、第319条」を加え、「及び県民税」

を「、県民税及び森林環境税」に改め、同様式その２中「・県民税」の次に「・森林環境税」を加え、

「
　
　
　
税
　
　
　
　
　
　
　
額

県
民
税

税 額 控 除 前 所 得 割 額 ④

税 額 控 除 額 ⑤

を

所 得 割 額 ⑥

均 等 割 額 ⑦

特 別 徴 収 税 額 ⑧

控 除 不 足 額 ⑨

既 充 当 額 ⑩

既 納 付 額 ⑪

差引納付額 ( ⑧－⑪－⑨，⑩ )

変 更 前 税 額 ⑫

増 減 額 ( ⑧ － ⑫ )
」

　

「

　
　
　
税
　
　
　
　
　
　
額

県
民
税

税 額 控 除 前 所 得 割 額 ④

税 額 控 除 額 ⑤

に改め、「第41条」の次に「、第319条」を加

所 得 割 額 ⑥

均 等 割 額 ⑦

森 林 環 境 税 額 ⑧

特 別 徴 収 税 額 ⑨

控 除 不 足 額 ⑩

既 充 当・ 既 委 託 納 付 額 ⑪

既 納 付 額 ⑫

差引納付額 ( ⑨－⑫－⑩，⑪ )

変 更 前 税 額 ⑬

増 減 額 ( ⑨ － ⑬ )
」

　える。

　　
第32号様式（表）中

「個人県民税　
を
「個人県民税　

に改める。
   　　　　　」 森林環境税」 

　 （金沢市財務規則の一部改正）

第２条　金沢市財務規則（昭和39年規則第３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１甲表税務課の項中「県民税」の次に「及び森林環境税」を加え、「競売配当金及び」を「競売配当金並

びに」に改める。

　 （金沢市事務決裁規則の一部改正）

第３条　金沢市事務決裁規則（昭和60年規則第31号）の一部を次のように改正する。

　別表第１収入の表第７号の項中「の還付又は充当若しくは」を「若しくは還付金の還付、充当若しくは委託納付

又は」に改める。

　別表第２第２項の表市民税課の項中「市県民税」の次に「及び森林環境税」を加える。

　 （金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正）

令和５年（2023年）12月26日　号外第 18号の２ 金　沢　市　公　報
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第４条　金沢市補助組織及び分掌事務規則（平成23年規則第９号）の一部を次のように改正する。

　第５条の表中「県民税」の次に「及び森林環境税」を、「過誤納金」の次に「及び還付金」を加え、「及び充当」

を「、充当及び納付委託」に改める。

　　　附　則

１　この規則は、令和６年１月１日から施行する。

２ 　第１条の規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則第30号様式及び第32号様式は、令和６年度以後の年

度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年12月26日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第57号
金沢市公園条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市公園条例施行規則（昭和39年規則第24号）の一部を次のように改正する。

第２条第８号の２及び第８号の２の２を次のように改める。

⑻の２ 金沢スタジアム使用申請書　様式第８号の２

⑻の２の２ スポーツ交流広場等使用申請書　様式第８号の２の２

第２条第８号の２の２の次に次の１号を加える。

⑻の２の３ 金沢プール使用申請書　様式第８号の２の３

第２条第16号の２及び第16号の２の２を次のように改める。

⒃の２ 金沢スタジアム使用許可書　様式第16号の２

⒃の２の２ スポーツ交流広場等使用許可書　様式第16号の２の２

第２条第16号の２の２の次に次の１号を加える。

⒃の２の３ 金沢プール使用許可書　様式第16号の２の３

　第３条第１項中「第２号」を「第３号」に、「第３号及び第４号」を「第４号及び第５号」に、「第５号」を「第６

号」に、「第６号」を「第７号」に改め、同項中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、

同項第２号中「金沢市民サッカー場、」を削り、「「サッカー場等」を「「スポーツ交流広場等」に、「金沢市民サッカー

場等使用申請書」を「スポーツ交流広場等使用申請書」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号

を加える。

⑵ 金沢スタジアム　金沢スタジアム使用申請書

　第３条第２項第１号中「サッカー場等」を「金沢スタジアム、スポーツ交流広場等」に改め、同条第３項中「（サッ

カー場等」を「（スポーツ交流広場等」に改め、同項第２号を次のように改める。

⑵ 金沢スタジアム　金沢スタジアム使用許可書

第３条第３項中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。

⑶ スポーツ交流広場等　スポーツ交流広場等使用許可書

第６条中「サッカー場等」を「金沢スタジアム、スポーツ交流広場等」に改める。

様式第８号の２の２を様式第８号の２の３とする。

　様式第８号の２中「金沢市民サッカー場等使用申請書」を「スポーツ交流広場等使用申請書」に、「金沢市民サッカー

場等を」を「スポーツ交流広場等を」に、

「

入 場 料 等 徴 収 の 有 無
有

無
貸 出 用 品 の 種 類

」

を

「

貸 出 用 品 の 種 類

」

に

改め、同様式を様式第８号の２の２とし、様式第８号の次に次の１様式を加える。
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様式第８号の２（第２条、第３条関係）

金沢スタジアム使用申請書

　年　　月　　日　

（宛先）金沢市長

（申請者） 　　　　　　　　　　　　　　　

　　 住　　所　　　　　　　　　　　　　　

　　 団 体 名　　　　　　　　　　　　　　

　　 代表者名　　　　　　　　　　　　　　

金沢スタジアムを使用したいので、次のとおり申請します。

使 用 の 日 時 　　　　年　　　月　　　日 (　　曜日 )　　　時　　　分 ～　　　時　　　分

入 場 料 等

徴 収 の 有 無

有

無
予 定 人 員 人

使 用 区 分 使用時間 額 使用目的

フ ィ ー ル ド 及 び

ス タ ン ド
時　　分～　　時　　分 　

フ ィ ー ル ド 時　　分～　　時　　分 　

ス タ ン ド 時　　分～　　時　　分 　 貸出用品の種類

第 １ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ２ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　 特別の設備設置の有無

　　　　　有　　　無第 ３ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ４ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ５ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ６ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ７ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　 主催者(申請者と異なる場合)

第 ８ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ９ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　 会場使用責任者

住所

氏名

第 10 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

ウォームアップエリア１ 時　　分～　　時　　分 　

ウォームアップエリア２ 時　　分～　　時　　分 　

第 １ 特 別 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ２ 特 別 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ３ 特 別 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ４ 特 別 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

にぎわいスペース（　㎡） 時　　分～　　時　　分 　

照
明
設
備

1 5 0 0 ル ク ス 時　　分～　　時　　分 　

1 0 0 0 ル ク ス 時　　分～　　時　　分 　

5 0 0 ル ク ス 時　　分～　　時　　分 　

2 0 0 ル ク ス 時　　分～　　時　　分 　

大 型 映 像 装 置 時　　分～　　時　　分 　 ※  許可年月日 年　　月　　日

放 送 設 備 時　　分～　　時　　分 　 ※  許 可 番 号 第 　 　 　 号

冷
　
　
　
　
暖

第 １ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　 ※  支払年月日 年　　月　　日

第 ２ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　 受付印

第 ３ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ４ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ５ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ６ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ７ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　
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房

第 ８ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ９ 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 10 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 １ 特 別 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ２ 特 別 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ３ 特 別 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

第 ４ 特 別 会 議 室 時　　分～　　時　　分 　

利用料金 円 取 扱 者 印 　

（注）太線内を記入してください。

様式第16号の２の２を様式第16号の２の３とする。

様式第16号の２中「金沢市民サッカー場等使用許可書」を「スポーツ交流広場等使用許可書」に、「金沢市民サッ

カー場等の」を「スポーツ交流広場等の」に改め、同様式を様式第16号の２の２とし、様式第16号の次に次の１様式

を加える。

様式第16号の２（第２条、第３条関係）

金沢スタジアム使用許可書

許可番号　第　　　号　

年　　月　　日　

（申請者） 

　住所

　団体名

　代表者名　　　　　　　　　　　　　 　様

金沢市長　

　 　年　　月　　日付けで申請のあった金沢スタジアムの使用について、次のとおり許可します。

使 用 の 日 時 年　　　月　　　日 (　　　曜日 )　　　　時　　　分 ～　　　時　　　分

利 用 料 金 円 使用目的

使 用 区 分 使用時間

フ ィ ー ル ド 及 び

ス タ ン ド
時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

フ ィ ー ル ド 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

ス タ ン ド 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 １ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ２ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　貸出用品の種類

第 ３ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ４ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ５ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ６ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　特別の設備設置の有無

第 ７ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ８ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ９ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 10 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　許可の条件

ウォームアップエリア１ 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

ウォームアップエリア２ 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 １ 特 別 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ２ 特 別 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ３ 特 別 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ４ 特 別 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　
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にぎわいスペース（　㎡） 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

照
明
設
備

1 5 0 0 ル ク ス 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

1 0 0 0 ル ク ス 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

5 0 0 ル ク ス 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

2 0 0 ル ク ス 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

大 型 映 像 装 置 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

放 送 設 備 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

冷
　
　
　
　
暖
　
　
　
　
房

第 １ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ２ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ３ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ４ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ５ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ６ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ７ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ８ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ９ 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 10 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 １ 特 別 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ２ 特 別 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ３ 特 別 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

第 ４ 特 別 会 議 室 時　　　　分　～ 　　　　時　　　　分　

　　　附　則

１ 　この規則は、金沢市公園条例の一部を改正する条例（令和５年条例第23号）の施行の日（令和６年２月18日）か

ら施行する。

２　この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

教 育 委 員 会 規 則

　金沢市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年12月26日

金沢市教育委員会教育長　　野　　　口　　　　　　　弘

◉金沢市教育委員会規則第７号

　　　金沢市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則

　金沢市教育委員会公告式規則（昭和29年教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２項中「を記入して、教育長が署名押印をする」を「又は教育長名を記入する」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和６年１月１日から施行する。

公 営 企 業 管 理 規 程

　金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和５年12月26日

金沢市公営企業管理者　　松　　田　　滋　　人

◉金沢市公営企業管理規程第８号

　　　金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程
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　金沢市企業局会計規程（昭和55年公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

　様式第18号中

「

お客様番号 開閉区分 C/D 月分 区
分

納
入 C/D

業務

区分
修繕工事番号 C/D

を

金　　額 C/D 納

合 計 額      円   　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

「

お客様番号 開閉区分 月分 区分

に改める。

納

合 計 額　　　　　　　　　　 　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　円

」

様式第39号（表）中「期限まで」を「指定納期限まで」に、「指定期限」を「指定納期限」に、「納付済み」を「納

付済」に、

「

お客様番号 開閉区分 C/D 月分 区
分

納
入

C/D
業務
区分

修繕工事番号 C/D

を

金　　額 C/D 納

合 計 額      円   　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

「

お客様番号 開閉区分 月分 区分

に、

納

合 計 額　　　　　　　　　　 　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　円

」
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「

上記の金額を領収しました。

　金沢市企業局出納取扱金融機関

　金沢市企業局収納取扱金融機関

　金沢市企業局収入事務受託者

領収日付印

」

を

「 当初納期限　　年　　月　　日

上記の金額を領収しました。

　金沢市企業局出納取扱金融機関

　金沢市企業局収納取扱金融機関

　金沢市企業局収入事務受託者

領収日付印

」

に改める。

　様式第 40 号を次のように改める。　　
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様
式
第
40
号
(第

83
条
関
係
) 

郵
便
は
が
き
 

水
道
・
下
水
道
料
金
の
お
支
払
い
の
お
願
い
（
供
給
停
止
予
告
）
 

水
道

・
下

水
道

料

金
納
付
書
(控

) 
水
道
・
下
水
道
料
金
納
付
書
兼
領
収
証
書
 

お
客
様
の
水
道
・
下
水
道
料
金
の
お
支
払
が
ま
だ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
指
定
納
期
限
ま
で
に
 

。
い

さ
だ

く
て

め
納

を
額

金
の

記
下

)
名

者
用

使(
。

い
さ

だ
く

い
払

支
お

で
法

方
の

載
記

面
裏

こ
の
欄
に
は
、
指
定
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
執
ら
れ
る
べ
き
措
置
を
記
載

す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

金
沢
市
公
営
企
業
管
理
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印
 

お
客
様
番
号
 

お
客
様
番
号
 

設 置 場 所

※
 本

状
( 

月
 
日
現
在
作
成
)の

発
送
と
前
後
し
て
納
付
さ
れ
た
場
合
は
、
納
付
済
に
も
か
か
わ
ら

ず
本
状
が
お
手
元
に
届
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

指
定
納
期
限
 

水
道
・
下
水
道
料
金
収
入
済
通
知
書
 

 
 

No
. 

月
分
 

* 
給
水
使
用
料
金
 

消
費
税
等
相
当
額
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
納
 

金
額
 

下
水
道
使
用
料
 

消
費
税
等
相
当
額
 

領
収
金
額
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

月
分
 

区 分
 

金
額
 

お
客
様
番
号
 

開
閉
区
分
 

円
額

計
合

*欄
の
「
督
」
は
督
促
、
「
催
」
は
催
告
で
す
。
 

親
展
 

お
客
様
番
号
 

 
 

重
要
 

円
額

計
合

年
 
 
月
 
 
日
 

印
付

日
収

領
。

す
ま

し
知

通
で

の
た

し
収

領
を

額
金

の
記

上
領
収
日
付
印
 

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。
 

領
収
日
付
印
 

 
 
（
宛
先
）
金
沢
市
企
業
局
企
業
出
納
員
 

 
金
沢
市
企
業
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
 

金
沢
市
企
業
局
 

関
機

融
金

扱
取

納
収

局
業

企
市

沢
金

関
機

融
金

扱
取

納
出

局
業

企
市

沢
金

者
託

受
務

事
入

収
局

業
企

市
沢

金
関

機
融

金
扱

取
納

収
局

業
企

市
沢

金

様
式
第
40
号

(
第
83

条
関
係

)
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　　　附　則

１　この規程は、令和６年２月26日から施行する。

２ 　この規程の施行の日前に改正前の金沢市企業局会計規程の規定により交付された納入通知書、督促状及び催告状

は、改正後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

病 院 事 業 管 理 規 程

　金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和５年12月26日

金沢市病院事業管理者　　髙　　田　　重　　男

◉金沢市病院事業管理規程第８号

　　　金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程

　金沢市立病院会計規程（平成25年病院事業管理規程第13号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第84条」を「第85条」に改める。

　第２条第２項中「第84条第１項」を「第85条第１項」に改める。

　第５条第３項中「第84条第３項」を「第85条第３項」に改める。

　第84条を第85条とし、第83条を第84条とし、第82条を第83条とし、第81条の次に次の１条を加える。

　 （医療費の督促に使用する書類の様式）

第 82条　医療費の督促に使用する書類の様式は、様式第33号に定めるところによる。

　様式第32号の次に次の１様式を加える。

様式第33号（第82条関係）

年　　月　　日　

　納入者住所（所在地）・氏名（名称）

　　　　　　　　　　　　　　　　 様

金沢市病院事業管理者

印　

医療費督促状

　あなたが金沢市立病院で受診された際の医療費のうち、同封の納付書分につきまして、まだ納付の確認がで

きませんので、内容をご確認の上、下記の指定期限までに当病院会計窓口又は下記の金沢　市立病院出納取扱

金融機関若しくは金沢市立病院収納取扱金融機関で納めてください。

なお、本状の発送と前後して納付された場合は、納付済にもかかわらず本状がお手元に届くこともありますの

でご了承ください。

記

　　　　　　　　　　指定期限

　当病院会計窓口又は次の金沢市立病院出納取扱金融機関若しくは金沢市立病院収納取扱金融機関で納めてく

ださい。

この欄には、金沢市立病院出納取扱金融機関及び金沢市立病院収納取扱金融機関の名称を記入すること。

お問合せ先

督　　促

患者番号 氏　名 様

金　　　　額
千万 百万 十万 万 千 百 十 円

年度 内　訳 　
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備考

１ 　入院に係る医療費について督促をした場合において、指定期限内に納付を確認することができないとき

は、入院申込書に記入された連帯保証人へ請求する旨を記載すること。

２ 　自費で計算されている医療費について督促をした場合において、保険の適用となることを確認すること

ができるときは、保険を適用して再計算が可能である旨を記載すること。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。
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